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第 1章 CIDESCO認定校の基準 

 

1.1 総則 

 

1.1.1 学校であれば、スイスのチューリッヒに本部を置く CIDESCO, Comite International 

d’Esthetique et de Cosmetologie（以下「CIDESCO」と称す）に正式な認可を申請

し、現行の認定校規則に定める全ての基準を充たす限り、その恩恵を享受することを

認める（以下「CIDESCO 認定校認可」と称す）。CIDESCO の認可を受けた学校は、

「CIDESCO 認定校」と呼ばれる。 

 

1.1.2 CIDESCO 認定校に申請する学校は、独立法人として設立され、エステティックの分

野において積極的な教育を提供していなければならない。 

 

1.1.3 現行の認定校規則は、CIDESCO 支部（以下、「支部」と称す）や政府機関等

CIDESCO 認定校の所在地の権威団体が定めた規制を妨げるものではない。現行の認

定校規則と矛盾した制限を受けた当該校に対し、CIDESCO 本部理事会は、そのよう

な制限を証明する正式な書類を受け取った後に、適切な判断を下すことがある。 

 

1.1.4 CIDESCO 認定校としての認可を受けたという資格を売買または譲渡することはでき

ない。 

 

1.1.5 認定校の所有権および所在地に変動があった場合は、第 4 章が適用される。 

 

 

1.1.6 認定校は、自国の法律を遵守し、法的に要求される正規の登録と認可の手続きを済ま

せておかなくてはならない。 

 

1.1.7 CIDESCO 認定校と CIDESCO 本部理との通信は英語で行うこと。 

 

1.1.8  CIDESCO 本部理事会は、指定した代表者により、いかなる時にも事前通告せずに認

定校を視察し CIDESCO 基準に常に達しているかを確認する権利がある。 

 

1.1.9 他の認定校から編入を希望する学習者がいる場合、認定校は、当該学習者の成績表と

出席証明、および CIDESCO 本部の書面による承認がない限り、受け入れてはならな

い。  

 

1.1.10 CIDESCO 認定校は、直接的間接的を問わずいかなる形であれ、CIDESCO 認定校認可

の下に与えられた権利の供与を（フランチャイズ校やその他に関連して）許す契約、

もしくはその他の取り決めを行ったり維持したりしてはならない。 
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1.1.11 CIDESCO 認定校は、直接的間接的を問わずいかなる形であれ、CIDESCO 認定校認可

の下に他校に与えられた権利を制限もしくは妨げるような契約、もしくはその他の取

り決めを行ったり維持したりしてはならない。 

 

1.2 教育への専従性 

 

1.2.1 CIDESCO 認定校、もしくは CIDESCO 認定校としての認可を申請する部署は、その

活動が教育のみに限られていなければならない。 

 

1.2.2 認定校は、化粧品や器具を扱う業者もしくはセンターと密接な提携関係を結ぶことは

できず、それらに関連した教育以外の商業活動を行ってはならない。但し、その他の

活動が、教育が管理・実施されている事業体とは明白に分かれていて、全く別の合法

的な事業体が正規の登録をした上で、別の施設で行われている場合は除く。 

 

1.2.3 認定校は、特定ブランドの化粧品や機器を推奨してはならない。 

 

1.3 CIDESCOの利益の追求と支部への参加 

 

1.3.1 CIDESCO 認定校は CIDESCO の利益になるよう積極的な支持と普及を行う。 

 

1.3.2 認定校は、CIDESCO の利益に反する活動に、直接的もしくは間接的に一切関わること

があってはならない。特に、CIDESCO 認定校は、CIDESCO 倫理規程の最新版を厳格

に遵守しなければならない。 

 

1.3.3 認定校は、自国に CIDESCO 支部が存在する場合、その会員になり、会員であり続けな

くてはならない。後日に支部が設立された場合、認定校は、支部設立後 6 カ月以内に会

員になることが求められる。認定校には、自国の支部の定める規定を遵守する義務があ

る。支部が存在しない国の場合、認定校は CIDESCO 定款に定められた賛助会員として

会費を支払う。 

 

1.3.4 認定校は、学習者に対し、常に CIDESCO の歴史、目標、理念や倫理などの情報を提供

しなくてはならない。CIDESCO のディプロマもしくはサーティフィケート保持者とし

て、その職務と、支部がある場合は、帰属する支部に対する義務についても説明する。

支部が存在する場合、学習者は学生会員になり、卒業後は CIDESCO 支部の一般会員

になるよう奨励する。 

 

1.3.5 CIDESCO 認定校は、当該国に支部が存在する場合は、個々の連絡先を含む学習者全員

のリストを支部に提出しなければならない。当該リストは、CIDESCO 支部および本部

の内部だけで使用し、第三者に転用されることはないものとする。 
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1.3.6 認定校は、適用される版の CIDESCO 商標規定を厳格に守らなければならない。 

 

 

1.4 認定校の経営 

 

1.4.1 認定校の経営責任者は、職員による積極的な支持を得ながら、現行の認定校規則を厳格

に遵守するようにしなければならない。 

 

1.5 指導者 

 

1.5.1 CIDESCO 教育を担当する 指導者（以下指導者と称す）は、指導する科目において十

分な訓練を受けた有資格者でなければならない。 

 

 

1.5.2 指導者は、資格を取得してから専門職種において少なくとも 2 年間の実務経験を持た

なければならない。さらに、教員経験がある、もしくは教員資格取得に向けて準備中

であることが望ましい。 

 

1.5.3 CIDESCO 認定校は、1.5.1〜1.5.3 項に定められた要項の何れかを充足しなくなった場

合は、直ちに CIDESCO 本部にその旨を報告し、速やかに不備な点を是正すべく適切

な処置を取ること。CIDESCO 認定校は、当該処置について本部に随時進捗状況と結

果を知らせなければならない。 

 

1.5.4 定期的に職員会議を開き、指導内容と学習者の進歩や試験の実施方法について議論す

ることが重要である。会議の記録は、CIDESCO国際試験官に提示できるようにしてお

く。 

 

1.5.5 指導者は、常にその専門能力を高めるための積極的な努力をしなければならない。 

 

1.5.6 指導者は、エステティックの職業に相応しい身だしなみ規程を遵守しなければならな

い。 

 

1.6 認定校の設備と機器についての基準 

 

1.6.1 CIDESCO 認定校は、CIDESCO 基準に則った施設において当該教育を常時実施してい

なければならない。 

 

1.6.2 CIDESCO 認定校は、当該教育を実施するにあたり使用する設備を常時提供し 性能を

維持しなければならない。 
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1.6.3 1.6.1 項及び 1.6.2 項に述べられた基準とは、CIDESCO 本部が合理的に定義するもの

とする。特に、技術進歩及び経済状況に応じた変化に柔軟に対応すべく、本部が修正

を加えることがある。本部理事会は、自ら任命した教育委員会にその旨相談すること

がある。また、本部理事会は既存の認定校に対して、いかなる方法でいつまでに当該

基準を充たすべきか、合理的な条件を設定する。 

 

1.7 日誌 

 

1.7.1 CIDESCO 認定校では、学習者全員の出欠記録を取ること。そこには全ての実技と理論

の授業、テスト、試験、教えられた科目を日付及び時間とともに記し、実技の実習が

外部モデルか相モデルで行われたかも記録する。各授業の所要時間、担当指導者名と

学習者の日ごとの出欠状況は必ず記入すること。 

 

 

 

第 2章 認定校の権利と義務 

 

2.1 CIDESCOの名声の利用 

 

2.1.1 CIDESCO 認定校は CIDESCO の認可が下りたことを学習者や第三者との通信におい

て引き合いに出す権利を有する。 

 

2.1.2 認定校は、CIDESCO 国際試験手続きに則り、試験実施の準備を進める権利を有す

る。 

 

2.1.3 認定校は CIDESCO の商標を用いることができる。但し、適用される版の CIDESCO

商標規程を徹底遵守しなければならない。 

 

2.1.4 認定校は、CIDESCO 認定校認可の証明として CIDESCO のプレートを受け取る。当

該プレートは、引き続き CIDESCO に帰属する（第 5 章及び第 6 章を参照）。 

 

2.2 CIDESCO基準と規則・規程の遵守 

 

2.2.1 CIDESCO 認定校は、現行の認定校規則の第 1 章及びその他適用される最新版の規

則、特に CIDESCO 倫理規程及び CIDESCO 商標規程に定められた全ての基準を常に

厳密に遵守・維持・支援しなければならない。。 

 

2.2.2 認定校は、当該国に CIDESCO 支部がある場合、支部が定めた倫理規程も厳守するこ

とで、その代表として CIDESCO を援助し、その名声の保護と維持に務める。 
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2.3 金銭的義務  

 

2.3.1 付属文書 1 の規定に従い、CIDESCO 認定校は、認定校／仮認定校年会費を支払う。

会費は、遅くても毎年 2 月末までに、CIDESCO 本部事務局が指定した口座に支払

う。1 月 31 日以降に認可が確定した学校の場合、残りの月数を基に按分計算で割り出

した金額を支払わなければならない。 

 

2.3.2 認定校は、CIDESCO 国際試験の実施に関連する、付属文書 1 に規定された追加の支

払い義務を守るものとする。認定校は以下の経費を負担する： 

⚫ CIDESCO本部が試験のために派遣した国際試験官の朝食付きホテル宿泊費として、

最終日に出発できないことも考慮し、試験前日から最終日までの分を認定校が負担

する。 

⚫ 国際試験官の宿泊先は、飲食施設や個人用の浴室付きで、安全かつ適切な場所にあ

る高い水準のホテルでなければならない。 

 

2.3.3 認定校は、上述の 1.3.3 項で規定された、帰属する CIDESCO 支部に対する支払い義

務やその他の義務に完全に従うものとする。 

 

2.3.4 申請校は、現行の認定校規則の付属文書 1に規定された申請料・視察料を、申請と同

時に支払わなければならない。申請が受理されなかった場合、支払われた金額の 50％

が払い戻される 

 

2.3.5 認定校の所有者に変更があった場合、あるいは認定校が別の施設に移転した場合、第

4 章が適用される。3.4 項の場合、仮認定校には、付属文書 1 に規定された再視察料が

請求され、再視察の前に支払われなくてはらない。認定校・仮認定校は、その他に 3.2

項と 3.4 項に明記された合理的な費用も支払うものとする。 

 

2.3.6 認定校に対する CIDESCO 提携会員費（1.3.3 項参照のこと）は、認定校の年会費以外

に別途請求される。 

 

2.3.7 上述の費用は全て年毎に見直されるものとする。規定されている場合を除き、返済や

振替をすることはできない。 

 

第 3章 所有権や所在地の変更 

 

3.1 CIDESCO本部への通知 

 

CIDESCO 認定校の所有権もしくは経営権に変更があった場合（例えば所有者の死亡あるいは

所有権もしくは経営権)の部分的ないしは全面的な譲渡の結果）、又は認定校が新しい施設に移

転した場合、CIDESCO 認定校は自動的に移転するものではない（1.1.4 項を参照）。 
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その場合、認定校は書面で CIDESCO 本部事務局に、自国に CIDESCO 支部があればその支

部にも、できるだけ早急に、遅くとも変更が発生してから 1 カ月以内に届出を行うものとす

る。認定校は、変更による法的・実際的な影響について説明する文書を届出の際に添付す

る。 

 

3.2 査定 

 

3.1 項で定めた届出を受けた CIDESCO 本部は、指定の視察官を派遣し、認定校は再視察を受

ける。視察官は本部理事会に報告書を送り、検討材料となる。上述の視察にかかる合理的な

費用は認定校が負担する。本部理事会は、通知を受けた変更により、現行の認定校規則に記

載された CIDESCO の基準や要件を履行する上で影響がないことが明らかであれば、視察を

することなく、自由裁量により通知を受けた変更の受諾を決定することもあり、従って

CIDESCO 認定校認可が承認されることになる。本部理事会は、認定校と、当該国に

CIDESCO 支部がある場合は、その支部にも視察の実施の有無について通知する。 

 

3.3 仮認定期間の再設定 

 

CIDESCO 本部理事会が、認定校が提出した情報を注意深く検討し、当該 CIDESCO 支部と相

談した後、通知された変更により、認定校としての基準を履行する上で問題があると判断した

場合、当該校を 1 年間の仮認定の下に置く。 

 

3.4 再視察 

 

3.3 項に記された仮認定期間が終了した時点で、CIDESCO 本部が指名した CIDESCO 視察官

による再視察が取り決められる。当該校に請求される付属文書 1 に規定された再視察料は、

再視察の前に支払われなければならない。仮認定校は、交通費など、再視察にかかる合理的

な費用を負担するものとする。 

 

3.5 再認可 

 

CIDESCO 本部理事会は、3.4.項に記された再視察の結果およびその他に入手した関連情報を

検討した上で、新たに認定校として正式に認可するかどうか決定する。 

 

3.6 既存の金銭債務 

 

売主もしくは前経営者が CIDESCO に対して負ういかなる金銭債務も 3.2 項の下に実施される

査定の前に、もしくは当該 CIDESCO 認定校が買主に移転される前に、完全に清算しておか

なければならない。しかしながら、当該買主もしくは新経営者は、CIDESCO 認定校認可の再

申請を行う事態をさけるべく売主の未払いの金銭債務を負担してもよい。この目的のため、
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本部は、買主もしくは新経営者に対して、売主もしくは前経営者による未払いの金銭債務に

ついて通知することが認められなければならない。 

 

第 4章 認可の取消し 

 

4.1 取消しの理由 

 

4.1.1 CIDESCO 本部理事会は、信頼のおける検証可能な情報源により、（文書で）確認され

た情報に基づき、当該校が、認定校規則第 2 章に記された義務に違反した場合、もし

くは第 1 章に定められた基準をすべて充たしていない、特に以下の事柄が確認された

場合、認定校としての認可を取り消すことを検討する。 

a) 認定校主催の CIDESCO 国際試験において、現行の認定校規則に定める

CIDESCO の基準や要件を充たしていない 、もしくは繰返し不満足な試験結果を

出した（すなわち 3 回連続して、受験登録した学習者の 60%以下しか受験しなか

った、もしくは受験した学習者の合格率が 60%未満であった）場合。 

b) 認定校の指導方法が不満足であることが立証された場合。 

c) 認定校や指導者または職員が、重大な違反行為や非道徳的行為を犯した場合特

に、CIDESCO 倫理規程の何れかに違反した場合。 

d) 2 年間連続して CIDESCO 国際試験が実施されなかった場合。但し、事前に本部

から書面による同意を得ている場合は除く。 

e) 現行の認定校規定とその付属文書 1 に定められた支払い義務を十分に果たしてい

ない場合。 

f) 事前に CIDESCO 本部理事会から書面による承諾を得ることなしに、他の認定校

もしくは他校の学習者１名以上に CIDESCO 国際試験を受けさせた場合。 

g) 正当な理由なしに、繰り返し CIDESCO 国際試験の実施を中止した場合。 

h) 認定校もしくは認定校に雇われた通訳者が、受験者が有利になるよう意図的にそ

のままの通訳をしなかった罪に問われた場合。 

i) 認定校もしくは指導者や職員などが、現行の認定校規則や CIDESCO 商標規程に

違反した場合や、人を惑わす不当な広告を出した罪に問われた場合。 

 

4.2 調査 

 

4.2.1 CIDESCO 本部理事会はいかなるときも、特に上述の第 4 章に記載されたいずれかの

具体的な事例が発生した場合、詳細な調査を行うか、もしくは適切な独立した第三者

にその調査を委託することができる。 

4.2.2 当該認定校は、調査に全面的に協力し、本部理事会が合理的に要求する全ての情報や

証拠書類を提出しなければならない。 

4.2.3 当該国に CIDESCO 支部がある場合、本部理事会は支部に調査の支援を要請し自由に

連絡を取り合う。 
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4.3 文書による厳重注意 

 

4.3.1 CIDESCO 本部理事会が、第 4章に記された事例の一つでも適合するという結論

に達した場合、当該校に、その問題点と期待される改正、およびその改正の妥当な期限

を明記した警告状が送られる。 

 

4.3.2 当該校は、そのような改正が行われたことを示す正当な証拠を CIDESCO 本部理

事会に提出する。4.3.1 項に定められた期限内に、当該の証拠を CIDESCO 本部事務局に

送付しなくてはならない。 

 

4.4 実質的な認可の取り消し 

 

4.4.1 CIDESCO 認定校が、4.3.1 項に記された警告状に明記された問題点を完全に改正せ

ず、定められた期限内に、特定された問題点を改正したという十分な証拠を、

CIDESCO 本部事務局を経由して CIDESCO 本部理事会に提出しなかった場合、本部

理事会は、認定校の認可の取消しを決定する。 

 

4.4.2 CIDESCO 本部理事会は、認定校の認可を取り消す代わりに当該認定校を仮認定に戻

す場合がある。 

 

4.4.3 CIDESCO は認定校に対し、書面でその決定を知らせ、CIDESCO 支部がある場合は支

部にもその書面の写しを送る。CIDESCO 認定校認可は、当該校がその通知を受領し

た日から取り消される(4.4.1 項が適用される場合)、もしくは仮認定校となる（4.4.2 項

が適用される場合） 

 

4.4.4 4.4 項に記載の本部理事会が下した認可の取消しの決定に対して不服を訴える権利はな

く、以後、当該の件については一切やりとりされないものとする。 

 

4.5 取消し後の手続き 

 

4.5.1 4.4 項に記載の認可の取消しの決定に関する通知を受領した時点で、該当校は以下の手

続きを行う： 

a) CIDESCO 国際試験の受験を目的とした進行中の履修課程もしくは、開催予定の

課程の学習者に対し、直ちにその旨を通知し、通知の義務が完全に履行されたこ

とを確認できる記録を文書で CIDESCO 本部理事会に提出する。 

b) 2.1.4 項に基づいて当該校に届けられた CIDESCO のプレートを、送料自己負担で

直ちに CIDESCO 本部事務局に返却する。 

c) CIDESCO の商標を含む印刷物、広告、案内書、レターヘッド等を直ちに回収し

て破棄し、学校のホームページから「CIDESCO 認定校」や、CIDESCO に認可さ

れた事を直接的ないしは間接的に示唆する単語や言及を一切削除する。 
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4.5.2 認定の取消しの場合、当該校には、既に支払われた料金の補償や返還を求める権利は

ない。当該校に関わるあらゆる料金及びその他いかなる未払いの金銭債務も完納され

なければならない。 

 

4.5.3 CIDESCO 認定校としての認可が取り消された当該校が、4.5.1 に記された義務に完全

に従わなかった場合、CIDESCO 本部理事会には、適切だと見なされる全ての措置を

とる権利がある。特に本部理事会は、認可の取消しを公に知らせる権利を留保する。

本部理事会は、そのような措置をとる際、CIDESCO 支部がある場合は、支部に援助

してもらうこともある。 

 

4.6 再申請 

 

4.6.1 認可の取消しを受けた学校は、再申請するまで最低 2 年の待機期間を設けなければな

らない。 

 

 

第 5章 認可の撤回 

 

5.1 撤回の届出 

 

CIDESCO 認定校は、いつでも CIDESCO 認定校認可の撤回を決めてもよい。CIDESO 認定校

としての認可を撤回する場合、各暦年の年末になるまで効力が発生しない。当該暦年末 6 カ

月前までに CIDESCO 本部事務局あてに書面にてその旨届け出なければならない。撤回届け

の写しは、CIDESCO 支部がある場合は、支部に転送される。 

 

5.2 撤回後の金銭債務 

 

撤回を届け出た当該年度の未払いの料金やその他の支払い義務は、全額納入するものとす

る。当該校には、納入済み料金の補償や返還を受ける権利は一切ない。 

 

 

5.3 撤回後の手続き 

5.1 項で定められた最低の期限の最後に、認定を撤回する当該校は、4.5 項 a)号から d)号まで

に規定されたすべての義務を果たさなければならない。4.5.2 項及び 4.5.3 項も撤回する認定

校に適用される。 

 

第 6章 移行措置 
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6.1 現行の認定校規則及び CIDESCO 総会において正規に承認されたその後のいかなる修正規則

も、6.2 項に定められた通り、当該総会の承認日を以って即時発効するものとする。 

 

6.2 現行の認定校規則に対する特定の修正が CIDESCO 総会により承認される以前に既に

CIDESCO 認定校となっている学校については、できるだけ早急に修正規則に従うものとし、

いかなる場合も当該総会による修正案の承認日から 12 カ月以内に実行されなければならな

い。 

 

付属文書１ 適用される料金 

（付属文書については、すべて請求があり次第提供する） 


